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当該事業場において現に行っている事業に関する事項
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産業廃棄物処理計画書

2024

静 岡 県 知 事

静岡県浜松市中央区高塚町３００

スズキ株式会社

代表取締役社長　鈴木　俊宏

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

053 440 2287

事 業 場 の 名 称 スズキ株式会社　相良工場

事 業 場 の 所 在 地 静岡県 牧之原 白井1111

計 画 期 間 2024/4/1 ～ 2025/3/31

① 事 業 の 種 類 輸送用機械器具製造業

② 事 業 の 規 模
製造品出荷額　1,299,612百万円(税抜)(令和5年度)
※国内四輪工場の総計

③ 従 業 員 数 1,756人(2024年3月度)

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

別紙「産業廃棄物「処理フロー」の通り

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

5

ｔ

ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ

ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

（第２面）

【前年度（令和　 年度）実績】

産業廃棄物の種類 排出量

汚泥（泥状のもの） 1,582.420

廃プラスチック類 312.400

排水処理工程においてに排水に合わせた薬注量を設定する機器を導入
し、薬品使用量を低減することで発生汚泥を抑制、廃棄物を削減す
る。

産業廃棄物の種類 排出量

汚泥（泥状のもの） 1,311.296

廃プラスチック類 267.531

排水処理工程においてに排水に合わせた薬注量を設定する機器を導入
し、薬品使用量を低減することで発生汚泥を抑制、廃棄物を削減す
る。

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

廃プラスチック(梱包材)の内、再利用可能な種類を分別し、利材売却

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

廃プラスチック(梱包材)の内、再利用可能な種類を分別し、利材売却

①現状

②計画

①現状

②計画

工場⾧

産業廃棄物処理責任者

プラスチック資源循環 特別管理産業廃棄物 産業廃棄物処理施設 廃棄物置場



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

5

ｔ

ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ

ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

5

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

（第３面）

【前年度（令和　 年度）実績】

産業廃棄物の種類
自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量

0.000

0.000

産業廃棄物の種類
自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量

0.000

0.000

【前年度（令和　 年度）実績】

 産業廃棄物の種類
自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量

0.000 0.000

0.000 0.000

 産業廃棄物の種類
自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

0.000 0.000

0.000 0.000

①現状

②計画

①現状

②計画



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

5

ｔ

ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ

ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

5

（これまでに実施した取組）

（第４面）

【前年度（令和　 年度）実績】

産業廃棄物の種類
自ら埋立処分又は海洋投入

処分を行った産業廃棄物の量

0.000

0.000

産業廃棄物の種類
自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行う産業廃棄物の量

0.000

0.000

【前年度（令和　 年度）実績】

①優良認定処理業者への処理委託量
②再生利用業者への処理委託量
③認定熱回収業者への処理委託量
④認定熱回収業者以外の熱回収を行う
　業者への処理委託量

①
（t）

②
（t）

③
（t）

④
（t）

全処理委託量
（t）

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

産業廃棄物の種類

①現状

②計画

①現状



【目標】

（今後実施する予定の取組）

（第５面）

①優良認定処理業者への処理委託量
②再生利用業者への処理委託量
③認定熱回収業者への処理委託量
④認定熱回収業者以外の熱回収を行う
　業者への処理委託量

①
（t）

②
（t）

③
（t）

④
（t）

全処理委託量
（t）

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

※事務処理欄

産業廃棄物の種類

②計画



（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。
　
　２　当該年度の６月30日までに提出すること。
　
　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
     と。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
　　　での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
　
　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ
　　の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
　
　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



1/5別紙「産業廃棄物 処理フロー」 更新日 2024年4月26日 作成者 技術G 杉田

作成日 2023年5月10日 作成者 技術G 杉田

工程名称 廃棄物種類 積替保管 中間処理 第2次中間処理 第3次中間処理 最終処分 再生利用方法

セメント原料として再利用
分級 混練(混練造粒) 路盤材・造成用資材として再利用

製紙原料又は燃料として第三者に売却

ウレタン 汚泥と廃油の混合物(ウレタン) 焼却 焼却(焼成)・造粒 再生砂として再利用

木くず 木くず(廃パレット等) 破砕 製紙原料又は燃料として第三者に売却

シェルガラ 鉱さい(シェル殻) 焙焼 中子砂として再利用

焼却

混練・不溶化 焼却

セメント原料として再利用
ばいじん ばいじん 分級

造粒固化 再生盛土材、路盤材として再利用

中子砂として再利用

鋳物排砂 鉱さい(鋳物排砂) 分級 焼成 セメント原料として再利用

破砕 再生盛土材、路盤材として再利用

造粒固化 再生盛土材、路盤材として再利用

砥石屑 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(砥石くず) 破砕 破砕

電着フィルター 特定有害汚泥(シアン含有)(電着フィルター)

特定有害汚泥(シアン含有)(電着汚泥)
積替保管 焼却

路盤材として第三者に売却

金属付き廃プラ
廃プラスチック類

金属くず混合物
破砕

破砕 ※金属くず 破砕後、有価物として売却

破砕)※廃プラスチック類 破砕後、有価物として売却

焼却(焼成)・造粒 土木資材として再利用

溶融 破砕 路盤材等として再利用

混練・不溶化 焼却

特定有害ばいじん(カドミウム含む)
特 特定有害ばいじん(カドミウム又はその化合物を含む)※

特管
焼成(焙焼)

燃料として売却

引火性廃油(溶剤塗料) 特 引火性廃油(溶剤塗料)※固まりあり

廃油（水溶性塗料） 廃油(水溶性塗料)※固まりなし 混練 混練

セメントとして再利用

焼成(焙焼) 土木資材の原料として第三者に売却

廃油（水溶性塗料） 廃油(水溶性塗料)※固まりあり 混練 焼却・焼成 セメント原料として売却

燃料として売却引火性廃油(酢酸エチル) 特 引火性廃油(酢酸エチル等)※固まりなし

引火性廃油(酢酸エチル) 特 引火性廃油(酢酸エチル等)※固まりあり

引火性廃油(溶剤塗料) 特 引火性廃油(溶剤塗料)※固まりなし

焼却・焼成 セメント原料として売却積替保管 混練

特定有害廃ｱﾙｶﾘ 特 特定有害廃アルカリ 中和酸化還元凝集沈殿

積替保管 混練 混練

焼却・焼成 セメント原料として再利用

分級 焼成 セメント原料として再利用

溶融固化 セメント原料として再利用

混練 焼成 セメント原料として再利用

焼却・焼成 セメント原料として再利用

セメント原料製造 焼成 セメント原料として再利用

生産ゴミ 廃プラスチック類 焼却 焼却(焼成)・造粒 人口砂や路盤材として再利用

電着フィルター

電着汚泥
特

特定有害汚泥(シアン含有)(電着フィルター)

特定有害汚泥(シアン含有)(電着汚泥)
焼却

コンクリート固化 再生砕石や再生砂として再利用

分級 造粒固化 再生砕石や再生砂として再利用

焼却 セメント原料として売却

溶融固化 人口骨材や路盤材として再利用

破砕 (鉱さい)路盤材として第三者に売却

溶融 (溶融メタル・亜鉛鉛原料)有価物として第三者に売却

特 特定有害ばいじん(六価クロム含む) 溶融



2/5工程名称 廃棄物種類 積替保管 中間処理 第2次中間処理 第3次中間処理 最終処分 再生利用方法

アルカリ・マンガン、

ニッケル水素電池、ニカド電池

①乾電池(ｱﾙｶﾘ・ﾏﾝｶﾞﾝ・ニッケル水素・ニカド) 選別 焼却

水銀電池 ⑥水銀電池 選別 分離

路盤材等に再利用
積替え保管 選別 特殊鋼原料として乙が日本リサイクルセンター株、株VOLTAに売却
積替え保管 真空加熱 汚泥溶融スラグ、鉄くずは鉄鋼原料、電池原料として再利用

破砕 路盤材等に再利用

管理型埋立 管理型埋立

焙焼(再生) 水銀、亜鉛原料鉄くずとして再利用

乾燥 汚泥溶融スラグ、鉄くずは鉄鋼原料、電池原料として再利用

焼却 焼却 鉄鋼原料として再利用

ER電池 ③廃リチウム電池(ER) 選別 溶融

路盤材等に再利用

焼却・溶融(製鉄用電気炉) 鉄原料として再利用

焼却 鉄源再利用

焼却 焼却 鉄鋼原料として再利用

BR・CR電池 ②廃リチウム電池(BR・CR) 選別 浸漬放電 焼却

造粒 改良土(埋め戻し材)として再生

分離 再生 水銀、亜鉛原料鉄くずとして再利用

溶融 鉄鋼原料として再利用

破砕 路盤材等に再生

焼却 焼却(焼成)・造粒 路盤材として再利用

Li-ion電池 ④リチウムイオン電池

選別

焼却 焼却(焼成)・造粒 路盤材として再利用

管理型埋立 管理型埋立

焼却・溶融(製鉄用電気炉) 鉄原料として再利用ボタン電池 ⑤ボタン電池(BR・CRボタン電池)

造粒 改良土(埋め戻し材)として再生

焼却 鉄源再利用

真空加熱 汚泥溶融スラグ、鉄くずは鉄鋼原料、電池原料として再利用

選別 焼却 鉄源再利用

乾燥 汚泥溶融スラグ、鉄くずは鉄鋼原料、電池原料として再利用

選別 特殊鋼原料として乙が日本リサイクルセンター株、株VOLTAに売却

選別 選別 鉛原料として乙が神岡鉱業(株)、日本オートリサイクル(株)に売却自動車リチウムイオンバッテリー電池 ⑦自動車用リチウムイオン電池



3/5工程名称 廃棄物種類 積替保管 中間処理 第2次中間処理 第3次中間処理 最終処分 再生利用方法

塗装汚泥 汚泥(塗装汚泥)油分5％未満 乾燥 焼却・焼成 セメント原料として再利用

塗料滓 汚泥(塗料滓)油分5％未満 分級 焼却 セメント原料として再利用

脱水汚泥 汚泥(脱水汚泥)油分5％未満

清掃汚泥 汚泥(油分5％未満の清掃汚泥等)

汚泥・廃油の混合物(油分5％以上の清掃汚泥等)
焼却

清掃汚泥

セメント原料として再利用

研磨汚泥等 汚泥(研磨汚泥等) 混練 焼却 セメント原料として再利用

化成滓等 汚泥(化成滓等) 分級 焼却・焼成

油泥 廃油と汚泥の混合物(油泥等) 混練及びスラリー燃料化

覆土材として再利用

覆土材として再利用

清掃汚泥 ③汚泥(油分5％未満のグリストラップ汚泥等)

④汚泥(油分5％以上のグリストラップ汚泥等)
活性汚泥 脱水 発酵 肥料として再生

清掃汚泥 ①汚泥(油分5％未満の清掃汚泥等)

②汚泥(油分5％以上の清掃汚泥等)
凝集沈殿 造粒固化

肥料化

エマルジョン燃料として再利用

自動車ガラス ⑥ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車ガラス・フロントガラス・リアガラス/サイドガラス等)破砕 焼却 溶融固化 路盤材として売却

肥料として再生

⑤廃油(水溶性切削油、作動油等) 凝集沈殿 エマルジョン燃料化 エマルジョン燃料化 エマルジョン燃料として再利用

油水分離

土木・建築資材や路盤材として売却

廃タイヤ 焼却 セメントの原料として再利用

金属付き廃プラ ①廃プラスチック類、金属くずの混合物(金属付廃プラスチック) (愛知県)

⑦廃プラスチック類(廃タイヤ) 焼却(焼成)・造粒

電気炉
ガラスくず ③ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(廃砥石) 破砕・選別 焼却・溶融

電気炉 焼却・溶融 鉄製品として販売、路盤材として再利用

焼却・溶融 焼却・溶融 鉄製品として販売、路盤材として再利用

医療廃棄物 特 ④感染性産業廃棄物(医療廃棄物) (愛知県) 焼却・溶融

ガラスくず ②ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(廃ガラス)
解体・破砕・切断

焼却・溶融蛍光灯、蛍光ランプ類 ⑤ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック類の混合物(廃蛍光灯、廃電球、廃蛍光管)※水銀使用製品産業廃棄物

アルカリマンガン ⑥金属くず、汚泥の混合物(廃乾電池(ｱﾙｶﾘ電池、マンガ 電気炉

BR・CR電池 ⑨金属くず、汚泥、引火性廃油(特別管理産業廃棄物)の

焼却・溶融ボタン電池 ⑦金属くず、汚泥の混合物(廃ボタン電池(BR・CR電

ER電池 ⑧金属くず、汚泥の混合物(廃リチウム電池(ER)

Li-ion電池 ⑩金属くず、汚泥、廃プラスチック類、引火性廃油(特

Ni-MH、NI-cd ⑪金属くず、汚泥、廃プラスチック類、腐食性廃アルカ

マイカガスケット ⑫ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず(マイカガスケット)



4/5工程名称 廃棄物種類 積替保管 中間処理 第2次中間処理 第3次中間処理 最終処分 再生利用方法

脱水汚泥、塗装汚泥 ①脱水汚泥、塗装汚泥 油分5％未満

分級

化成滓等 ③化成滓等 ※油分5％未満 脱水

分級

造粒固化 覆土材として再利用

焼却 セメント原料として再利用

混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

天日乾燥 焼却 溶融 破砕 路盤材として再利用

混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

焼却・溶融 路盤材として再利用

造粒固化 覆土材として再利用

焼却 溶融 破砕 路盤材として再利用

焼成(焙焼) 路盤材として再利用

混練(混練造粒) 造成用資材として再利用

固形処理 路盤材として再利用

塗料滓、研磨汚泥、清掃汚泥 ②塗料滓、研磨汚泥、清掃汚泥 ※油分5％未満 天日乾燥 溶融 破砕

混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

焼成(焙焼) 路盤材として再利用

混練(混練造粒) 造成用資材として再利用

造粒固化 覆土材として再利用

焼却 セメント原料として再利用

混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

路盤材として再利用焼却
混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

焼却 溶融 破砕 路盤材として再利用

焼成(焙焼) 路盤材として再利用

混練(混練造粒) 造成用資材として再利用

固形処理 路盤材として再利用

混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

焼成(焙焼) 路盤材として再利用

混練(混練造粒) 造成用資材として再利用

焼却・溶融 路盤材として再利用

造粒固化 覆土材として再利用

混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

破砕 路盤材として再利用

清掃汚泥 ⑤グリストラップ汚泥 ※油分5％以上 混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

清掃汚泥 ④清掃及び油泥等 ※油分5％以上 脱水 焼却 溶融

焼成(焙焼) 路盤材として再利用

混練(混練造粒) 造成用資材として再利用

固形処理 路盤材として再利用

造粒固化 覆土材として再利用

焼却 セメント原料として再利用

焼却・溶融 路盤材として再利用

造粒固化 覆土材として再利用

研磨汚泥、ウレタン等 ⑥研磨汚泥・ウレタン等 ※油分5％以上 焼却 溶融 破砕 路盤材として再利用

混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用



5/5工程名称 廃棄物種類 積替保管 中間処理 第2次中間処理 第3次中間処理 最終処分 再生利用方法

塩ビ ⑫廃プラスチック類(塩ビ含有等) 切断

廃油 ⑦廃油(水溶性切削油・作動油等) 油水分離 焼却 溶融

焼却・溶融 路盤材として再利用

エマルジョン燃料化 エマルジョン燃料として再利用

油水分離 燃料化として再利用

破砕 路盤材として再利用

混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

分級 混練(混練造粒) 造成用資材として再利用

油水分離 燃料として売却

脱水 焼却・焼成 セメント原料として再利用

焼却(溶融) 混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

焼却(焼成)・溶融 路盤材として再利用

荒物 ⑧油付き廃ウエス等 固形燃料製造 焼却(溶融) 路盤材として再利用

焼却 分級 混練(混練造粒) 造成用資材として再利用

造粒固化 覆土材として再利用

固形燃料製造 代替燃料として売却

廃タイヤ ⑨廃タイヤ 破砕 混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用焼却

焼却・溶融 路盤材として再利用

セメント原料化 セメント原料として再利用

押出成型 固形燃料として再利用

切断 分級 混練(混練造粒) 造成用資材として再利用

焼成 セメント原料として再利用

生産ゴミ ⑪廃プラスチック類(塩ビ非含有) 破砕 焼却 分級 混練(混練造粒)

ガス化改質方式の焼却 精製合成ガス、路盤材として再利用

ホットワックス 特 ⑩ホットワックス等 焼却 溶融 破砕 路盤材として再利用

造成用資材として再利用

切断 焼却 混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

押出成型 固形燃料として再利用

ガス化改質方式の焼却 精製合成ガス、路盤材として再利用

固形燃料製造 焼却(溶融 路盤材として再利用

焼却 焼成 固形燃料として再利用

焼却・溶融 精製合成ガス、路盤材として再利用

セメント原料化 セメント原料として再利用

焼却 混練・不溶化 焼却 路盤材として再利用

焼却 焼成 固形燃料として再利用

固形燃料製造 代替燃料として売却

焼却 分級 混練(混練造粒) 造成用資材として再利用

路盤材として再利用自動車ガラス ⑬自動車ガラス等 破砕 溶融 破砕

セメント原料化 セメント原料として再利用

押出成型 固形燃料として再利用

ガス化改質方式の焼却 精製合成ガス、路盤材として再利用



①

(t)

②

(t)

③

(t)

④

(t)

全処理委託量

(t)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 1.31 1.68 0.00 0.00 2.99
ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) 21.29 0.00 0.00 0.00 21.29
安定型混合廃棄物 8.38 1.10 0.00 0.00 9.48
汚泥(泥状のもの) 1582.42 0.00 0.00 0.00 1582.42
管理型混合廃棄物 457.91 0.00 0.00 0.00 457.91
鉱さい 728.68 2110.71 0.00 0.00 2839.39
水銀使用製品産業廃棄物 0.00 1.16 0.00 0.00 1.16
廃プラスチック類 269.14 43.26 0.00 0.00 312.40
廃電池 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04
廃油 3.14 0.00 0.00 0.00 3.14
木くず 60.80 0.00 0.00 0.00 60.80

合計 3133.11 2157.92 0.00 0.00 5291.03

①

(t)

②

(t)

③

(t)

④

(t)

全処理委託量

(t)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 1.30 1.66 0.00 0.00 2.96
ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) 21.08 0.00 0.00 0.00 21.08
安定型混合廃棄物 8.30 1.09 0.00 0.00 9.39
汚泥(泥状のもの) 1566.60 0.00 0.00 0.00 1566.60
管理型混合廃棄物 453.33 0.00 0.00 0.00 453.33
鉱さい 721.39 2089.60 0.00 0.00 2811.00
水銀使用製品産業廃棄物 0.00 1.15 0.00 0.00 1.15
廃プラスチック類 266.45 42.83 0.00 0.00 309.28
廃電池 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04
廃油 3.11 0.00 0.00 0.00 3.11
木くず 60.19 0.00 0.00 0.00 60.19

合計 3101.78 2136.34 0.00 0.00 5238.11

別紙「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」

①現状

前年度(令和5年度)実績

産業廃棄物の種類

①優良認定処理業者への処理委託量
②再生利用業者への処理委託量
③認定熱回収業者への処理委託量
④認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

（これまでに実施した取組）
再生利用業者へ処理委託を推進。

②計画

今年度(令和6年度)目標

産業廃棄物の種類

①優良認定処理業者への処理委託量
②再生利用業者への処理委託量
③認定熱回収業者への処理委託量
④認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

（今後実施する予定の取組）
再生利用業者への処理委託を継続。


